
（介33）

平成24年10月10目

都道府県医師会

介護保険担当理事殿

目本医師会常任理事

　高　杉　敬　久

「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間および要支援認定有効期間の特例に関

する省令の一部を改正する省令の施行について」（平成25年3月31目）までの送付について

　東日本大震災に対処するための要介護認定に係る有効期間につきましては、本年4月10

日付（介4）「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間および要支援認定有効期間

の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について」において、東日本大震災により

被災した市町村における要介護認定に係る事務処理が膨大となる等の課題に対処するため、

市町村の判断で従来の要介護認定有効期間の満了日を最大12ヶ月延長することができる特

例省令について、当初、平成24年3月31目までの間とされていた適用期日が平成24年

9月30目まで延長された旨、ご連絡申し上げましたところであります。

　しかしながら、被災市町村においては、現在も要介護認定等の更新に係る事務を行うこと

が困難となっている状況が継続していることから、今般厚生労働省は、被災市町村（岩手県

大槌町、陸前高田市、宮城県東松島市、南三陸町、福島県南相馬市、浪江町、双葉町、大熊

町、富岡町、楢葉町、広野町、飯舘村、葛尾村、川内村の14市町村に限る。）内に住所を

有する被保険者については当該特例措置の適用期間が平成25年3月31日まで延長される

こととなりました。

　つきましては、貴会におかれましても本内容をご了知いただき、貴会傘下の郡市区医師会

への周知方宜しくお願い申し上げます。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　記

（添付資料）

・「東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例に関する省令の

一部を改正する省令の施行について」の送付について

　　（老老発0928第3号　平24．9．28　厚生労働省老健局老人保健課長通知）

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上
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老老発0928第3号
平成24年9月28目

社団法人日本医師会会長

　横倉　義武　殿

厚生労働省老健局老人保健課

融常勝
豊縮齪
騰騙謄

「東目本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間

の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について」の送付について

　日頃より、介護保険制度の円滑な実施に御尽力いただきまして厚く御礼申し

上げます。

　さて、標記につきましては、別添の通知を平成24年9月28目付けで各都

道府県知事宛て送付いたしましたので、その趣旨を御了知いただき、傘下会員

に対する御周知方よろしくお願いいたします。



老発0928第7号

平成24年9月28目

各都道府県知事　殿

厚生労働省老健局長

東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間

　　　　の特例に関する省令の一部を改正する省令の施行について

　東日本大震災に対処するための要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間の特例

に関する省令の一部を改正する省令（平成24年厚生労働省令第139号。以下r改

一正省令」という．）が、本日公布及び施行されたところである．

　改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、御了知の上、管内市町村（特

別区を含む。）、関係者、関係団体等に対し、周知徹底を図られたい。

記

1　改正省令の内容

（1）要介護認定有効期間及び要支援認定有効期間について（第3条第1項関係）

　東目本大震災に際し災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された市町

村の区域（※）内に住所を有する被保険者に係る要介護認定有効期間（介護保険法

施行規則（平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。）第38条第1項

．に規定する要介護認定有効期商をいう。以下同じ。）及び要支援認定有効期間（規

則第52条第1項に規定する要支援認定有効期間をいう。以下同じ。）については、

現在の期間に新たに十二月間までの範囲内で市町村が定める期間を合算すること。

（※）岩手県陸前高田市及び上閉伊郡大槌町、宮城県東松島市及び本吉郡南三陸



町並びに福島県南相馬市、双葉郡広野町、同郡楢葉町、同郡富岡町、同郡

川内村・同郡大熊町同郡双葉町同郡浪江町同郡葛尾村及び相馬郡飯舘

村の区域に限る。

（2）当該措置の文橡について（第3条第2項関係〉

　当該措置は、平成24年10月1目から平成25年3月31日までの間に第3条

第1項の規定の適用がないとしたならば満了する要介護認定有勘期間及び要支援

認定有効期間について適用すること。

2　施行期日

　改正省令は、公布の目から施行すること。
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。
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災
に
対
処
す
る
た
め
の
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
の
特
例
に
関
す
る
省
令

（
平
成
二
十
三
年
厚
生
労
働
省
令
第
六
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　
本
則
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

　
（
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
満
了
す
る
有
効
期
間
に
係
る
特
例
）

第
三
条
東
日
本
大
震
災
に
際
し
災
害
救
助
法
が
適
用
さ
れ
た
市
町
村
の
区
域
（
岩
手
県
陸
前
高
田
市
及
び
上
閉
伊
郡

　
大
槌
町
、
宮
城
県
東
松
島
市
及
び
本
吉
郡
南
『
陸
町
並
び
に
福
島
県
南
相
馬
市
、
双
葉
郡
広
野
町
、
同
郡
楢
葉
町
、

　
同
郡
富
岡
町
、
同
郡
川
内
村
、
同
郡
大
熊
町
、
同
郡
双
葉
町
、
同
郡
浪
江
町
、
同
郡
葛
尾
村
及
び
相
馬
郡
飯
舘
村
の

　
区
域
に
限
る
。
）
内
に
住
所
を
有
す
る
被
保
険
者
に
係
る
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
に
係
る

　
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
同
表
の

　
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。
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第
二
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る
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で
の
第
項
し
の
項
二
の
て
範
下
項
表
得
囲
欄
に
第
た
内
に
お
五
期
で
規
い
十
間
市
定
て
二
　
町
す
準
条

得囲同た内項

冾ﾅ第
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@町号
@村の
@が期
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し
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二
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期
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し
げ
て
る
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期
た
間
期
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間
第
　
二
　
号
　
に
　
掲
　
げ
　
る
�

る用第特が期す二例定

ﾔる項省め
ﾆ場（令る十合第第期
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驍ﾌすを項第条　
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でに第第算
s十二一し
ｬ二号号て
ｺ月にに得
ｪ間掲掲た定まげげ期
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驍ﾌ期期　
哿ﾍ間間　
ﾔ囲並及　
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莱_・鞭
ｿ講黍笙間るのすをに二え一項期範る含お項ら項のﾐ

　
前
項
の
規
定
は
、
平
成
二
十
四
年
十
月
一
日
か
ら
平
成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
前
項
の
規
定
の
適
ﾐ

が
な
い
と
し
た
な
ら
ば
満
了
す
る
要
介
護
認
定
有
効
期
間
及
び
要
支
援
認
定
有
効
期
間
に
つ
い
て
適
用
す
る
。
ﾐ

　
　
附
　
則
ﾐ

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
ﾐ


